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中国共産党と地主
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はじめに

長征を経て険北にたどり着いた中国共産党(以下、中共と略記)は、 1940年代

半ばまでに 当 時 の 困難な状況を克服して華北の広大な地域に根拠地を建設、さら

に広汎な人民の支 持と協力を獲得し、最終的に日本軍と国民党軍に勝利した。こ

の成功の要因を、中共の提示する革命史の文脈にあらわれるような、同党の唱え

る理想、抗 戦 へ の 意志、土地の再配分という主張が魅力的であったことにもとめ

るテー ゼは、今や 無批判で受け入れることは出 来 な い 。 田 中 恭 子 氏 が 論 じ て い る

よ うに、中共の土 地政策(土地改革)は村落 内 の 富 と 権 力 を 再 分 配 し 、 そ の 末 端

まで政権を浸透さ せることに成功したが、言わばそれは農民を共産党側へと引き

つけ動員していく過程でもあった (1)。何高潮氏のゲーム理論を応用した分析に

よれ ば、中共、地主、農民の三者のそれぞれの勢力(プレイヤー)は互いの力関

係の強弱によって行動を規定されたが、中共の優勢が確立される段階には雪だる

ま式に中共支持へと傾斜していくこととなったという ω。

ところでこの内、何氏のモデルでは中共 及び根拠地政権は“共産党"という一

つの集団として捉えられる傾向にあるが、そ の内部はより複雑である。高橋伸夫

氏の 郭珠院根拠地を対象とした研究によれば、中共の県級以上と県級より下の幹

部の聞に亀裂が見られ、後者はむしろ農民よりの思考を持ち活動したという ω。

陳耀 爆氏も同根拠地において中共の地方幹部がもともと当地の地域エリート出身

であり、農民と密接な関係を有していたとしている川。高橋氏と陳氏の研究は、

この県級より下の幹部と上級との間の亀裂の 存 在 に つ い て 示 唆 的 で あ る 。 敷 街 す

るならば根 拠 地 の 党や政権の下部に、旧来の地域社会のリーダーが多数混入して

おり 、上級の意向と対立する潜在的可能性があったのではないかとの推論が生ま

れる 。とすれば中共は地域社会を掌握していく上で、党や政権内に存在するこの

ような幹 部 に も 相 い対さねばならなかったと考えられる。なお、この地域社会の

リーダーとは主に地主層であったとしてよいだろう。

周知の通りこの党や政権内部の幹部に対する審査、批判、教育、粛清などを、

一般には整風・整党という。ここでその詳細 な説明や研究史の紹介に費やす紙幅

はないが川、 1942年 2月に延安で始まった整風運動が各地の根拠地へ波及してい

った というものではなく、それぞれ各地の 事情にあわせて展開されたものだとい

う視点もまた必要である。たとえば本稿の 対 象 と す る 山 東 省 南 部 の 根 拠 地 に お い

ても 、延安と期をほぼ同じくして整風運動 が始まった。だがこの後、延安での整

風が急進化していくのに対して当地域ではそ のような傾向は見られない。また一

方 でかつての研究の 多 く が 理 解 し て き た よ うに、整風運動の原因を困難な情況を

乗り切る 為の 党と 根拠地の純化と見なすことも、少なくとも当地域の事例では、

出来な い 。 当 地 での整風は、本稿第二節で見るように 1943年秋 以降 の根 拠地 情勢

の好 転と査減運動(小作料・利子引き下げ 運動の徹底化)の進展と歩調をあわせ
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て 実 施 さ れ た。この査減運動と、幹部を 批 判 す る 整 風 運 動 と の 聞 に 共 通 し た 目 的

を見出すことが出来るのではないかと筆者は推測している。

これまで 筆 者 は 地 域 社 会 に お け る リーダー(地主層)と中共の衝突という視点

から、山東省南部の根拠地でのイニシアチプを同党が掌握していく過程について

研究をすすめてきた{ヘ拙稿 A においては、中共が地域への浸透開始直後の 193

9年に地域社会から否定されるという失敗を犯したこと、これを教訓として 42年

から 43年 に かけて地主との連合抗日の下に根拠地の拡充と安定をはかったこと

そして 43年下 半期軍事情勢の好転を背景に地主への攻撃を開始し中共単独による

支配を確立したことを概観した。ここで 39年の失敗について補足しておけば、中

共は山東省の各根拠地で党内の托派(トロツキスト)粛清の名目で多数の幹部を

殺害し、同じく地域社会においても教条主義的な政策により地主を攻撃した。こ

れは逆に地 主 を 含 め た 農 民 の 広 範 な 嫌悪感を生み出すという結果に到った。筆者

は これは山東分局(7) が当地の地主ー農民間の強力な結びつきの強さを軽視して

い た 為 と 考 えている。そこで拙稿 B ではこの地主ー農民間の結合のありかた及び

その起源について検討を進めた。 19世紀半ばの捻匪の襲来は地域社会全体の脅威

であった。人々は自らの生命・財産を守るべく結集し、“土子"という要塞に立て

こもった。土子の建設と維持には強いリーダーシップの下で農民の結集が必須であ

り、そこで地主と農民の相互依存関係が強化された。この強固な関係、はその後も

浮き沈みはあったものの抗日戦争時まで持続した。さて 1938年下半期より 43年秋

までの当地 域 は 、 日 本 軍 、 国 民 党 、 中共といった諸勢力が混在する状況に置かれ

ていた。農 民は、誰が勝利するか分か ら な い 状 況 の 下 で 、 む し ろ こ れ ら の 勢 力 と

は距離を置きつつ旧来から郷村の指導的立場にあった地主層への依附関係を重視

した。この状況下、それほど強固な 勢力を築いていなかった中共が 39年に闇雲に

地主を攻撃して犯した失敗は、いわば当然の帰結である。

中共 はこ の情況から地域の掌握を開始せねばならなかったが、彼らのとっての

障碍は国民党・日本軍といった敵対勢力の存在はもちろんのこと、それ以外にも

もともとそこにあった強固な地主ー農民関係、リーダーとしての地主層が根拠地

社会に及ぼ し て い た 影 響 力 の 存 在 を 看過してはならない。村落内部の権力構造に

とどまらず 、根拠地の党組織及び政 権にすら少なからぬ当地の地主が指導的立場

として混入していたのである。そこ で本稿第一節では、まず減租減息運動と査減

運動の実施、 言 わ ば 村 落 内 部 に 基 盤 を置いた地主への攻撃について述べる。続い

て 第 二 節 で は同時期に実施された様々 な 名 目 の 運 動 、 中 共 及 び 政 権 の 下 部 組 織 の

幹部を対象とした粛清について考察す る。ここでいう幹部とは、中共の党組織と

根拠地政権 の 区 級 ・ 村 級 幹 部 、 及 び 大衆組織である工会、青年救国会、農民救国

会、婦女連 合会、農民組合などの末端各種組織の幹部を指す。これを本稿では基

層幹部川と称する。

第 一 節 と 第二節で検討する諸運動・政 策 は 決 し て ば ら ば ら に 実 施 さ れ た の で は

なく(則、根拠地社会から封建勢力(=地主層)を一掃する為に実施されたと筆

者は 考え ている。査減運動とそれに付随して行われた反食汚、反悪覇、反黒地、

反 漢 好 な ど の政策は、中共と政権に対して敵対的あるいは消極的な村落内部の分

子への攻撃及びその排除である。一方、当地の整風運動は中共内部の不純分子の

排 除 に と ど まらずかつて同党と根拠地政権に対して好意的で協力的でもあった分

子に踏み絵を強制したもの、真の“開明"を追ったものという性格を有している。

基 層幹 部が 種々の名目で攻撃を受けたのは彼らが総じてこれまでの地域社会のリ

ーダーであったからに他ならない。その点でこれは査減運動と根を共有していた。
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本稿は直接的に拙稿 Bの補論として位置づけられる。論述に重複する点もある

があわせて参照されたい。

1943年秋山東省南部における闘争の開始:査減運動へ

先に述べた 1939年の失敗を教訓として、中共は自らに対して好意的とはかぎら

な い 地域へと進出し組織を拡大していくに 際して、慎重にことをすすめざるを得

なかった。

「共匪による統制は一度で完成するものではなく、ただ次第に強くなってくる

ものだとは言えるだろう。彼らはある村落に至るといつもまず字を知らない成

年になっていない十六、七歳の女の子を利 用 し 、 識 字 班 を つ く る 。 識 字 と は 総

じていいことな の で 、 人 々 の 強 烈 な 反 対 を受けない。実は識字は隠れ蓑で、彼

ら はこれら頭の単純な女の子を訓練し、彼らの為に各家の成分を調査させる。

きち んと調査してからゴロツキゃならず者 を 利 用 し 、 こ ち ら を 打 て ば あ ち ら を

褒めそやし、まっとうな人の反抗的な心理に打撃を与え圧迫し、このようにし

て組織しはじめるのだ。 J(川

この資料 は 内 戦 期 にいたって山東省南部沿海地方、中共の根拠地区分では「演海

区J に属する日照県から逃亡した者による回顧録である。内容には強い反共色が

みられ、この点は割り引いて見なければならない。ただし他の資料もあわせて検

討する ならば、識 字 班 な ど 反 感 を 受 け に く い性格の組織を手始めとして婦女班や

児童団、民兵組織を拡充していく方法が採られたようだ。さらには村落内の秩序

にと っては周縁に位置するゴロツキなどが中共進出の最初期の取りかかりとなっ

た と いう記述は興味深い。村落の基幹であ る農民層は中共という外来勢力から距

離を置いていたと思われるからである。政策を行うに際しては地主や農民に圧迫

を加えた と し て も 彼らが離反して敵対勢力へと身を投じる危険の少ない地域、つ

まり日本軍や国民党軍などが存在しない地域を 選 定 し て い る (11)。

このように細心の注意を払いつつ地域に浸透を開始した中共は 1942年 5月 16日

首南県大庖鎮などで減租減息、(小作料と利子の減額)運動を開始した。 42年から

43年半ばまでは地主とのいわゆる「連合抗日 J の時期とされる。 43年半ば以前に

は戦局全体の優位 が確立されていなかった ので、むしろ地主層など旧来のリーダ

ー と妥協的であり、政策自体も表面上は穏健 で あ っ た 。 経 済 的 に は 「 減 租 減 息 J

を実施しつつも「交租交息 J (小作料と利子の完納)及び「増加生産 J (生産量

の 増 加)を唱えて地主の生計基盤を保証している。地主からの賛同を得られなく

とも少なくとも敵対させない為、彼らの立場を侵害せぬような政策がとられた

( 12)。し ば し ば 座 談会を開催して、積極的な政権への参加要請がなされた (1ヘ周

知 の 通り根拠地政権では三三制を実施し、 共産党員が三分の一、党外左派の進歩

的人士が三分の一 、中間派が三分のーという構成となるようにされた。その実、

党とその影響下の群 衆 団 体 が 三 分 の こ を 占めるので事実上の党による支配が成立

する が、必ずしも地主の影響力が完全に排除されてしまうわけではないれヘ拙

稿 Bで 論 じ た よ う に農民は中共の絶対優位が確立されるまでは地主との関係を選

好していた。加えて次節で論ずるように当 地の地主が党及び政権内にくい込んで

いたことによる。 連合抗日当初の 42年においてはなおさらであった。それ故にこ

の時期 の 内 部 文 献 からは、中共に好意的であるはずの“開明的な地主"に対して

も不信感と苛立ちを懐いていることが読み取れる。たとえば菖南県の属する演海

区での減租減息運動開始一ヶ月後の中間報告には次のように述べられている。
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「演海区 で の 一 ヶ 月 間 の 減 租 減 息増資(小作料と利子の減額・賃金値上げ)闘

争の中で 、多くの村や鎮内部では既に開明地主の同情と賛助を得ている。これ

らの同情や賛 助 は 個 別 的 に 過 ぎ ず 、彼らのある者は『深く大義を理解した』の

では決してなく、また我が一部の同志が言うように『階級的友愛を発揚した』

のでも決してなく、ある者は甚だしい場合にはただメンツにかられて、ある者

は便宜的に 公 の 名 を 借 り て 自 己 の 利益を謀る〔つまり減租減息増資を擁護する

という名を 借 り て 平 素 よ り 敵 対 し ている相手方、別の一派や一つの姓の地主を

やっつける〕ためなのだ。しかしいかようであろうとも、これらの同情と賛助

は有用であり、その時その場の群衆 の 闘 争 と 勝 利 に 重 大 な 影 響 を 与 え 、 と り わ

け最も悪質な地主を孤立させ闘争 にかけ、一般的な地主を中立化させるのに決

定的な作用を及ぼす。 J(15) 

r (工 作上の問題点として)たとえば過分に地主と雇主の開明を信頼し、群衆

の闘争をおろそかにすることがある。 j また fさらに一部の単位は地主訓練班

という方式 を 採 用 し て 彼 ら を 取 り 込み団結し、“自動的に"減租減息増資が行

わせよう と し て 、 群 衆 を 発 動 す る という苦しくも真実で必要な工作を放棄しよ

うとするようなことがあるが、これはなおのこと極めて大きな誤りである。 J(16) 

※ 以下( )は原資料、( )は筆者による補足説明。

これらの資料からは地主との妥協があくまでも一時的なものであり時機が到来す

れば彼らと対決せねばならないとの 認識が見えよう。表面上の友好関係はともか

くとして中 共の真意はほかにあり地 主 を 信 用 し て い な か っ た 点 に 留 意 が 必 要 で あ

る。つまり開明地主として称揚された一部は中立を保ち、またさらに積極的な一

部は中共政権の下部組織に潜り込んでいたが、潜在的には敵対勢力と見なされて

いた。彼らとの対決は情況が許すならば、いつかは行わねばならなかった。

1943年夏から秋にかけて、国民党山東省政府と魯蘇(山東・江蘇)戦区が安徽

省へ撤退し、 日 本 軍 の 秋 季 掃 蕩 作 戦 もまた失敗した。これは中共にとっての軍事

的情勢が好転したこと、つまり中共にとって住民が離反して敵側に傾斜する危険

性が低下したことを意味する。山東省南部の魯南区と演海区での勝利がほぼ確実

となった 12月7日、山東分局は次のような指示を出した。

「魯南区や演海区などの地域での大勝利により敵軍と{鬼偏軍に衝撃を与え敵占

領区の人民を奮い立たせたが、これはいっそう我々が政治的攻勢を展開するこ

とに対し て 有 利 な 条 件 を 作 り 上 げた。党・政・軍・民がこの機をのがさず確実

に手はず を 整 え 実 行 に 移 す こ と を希望する。しかしこの政治的攻勢を広汎に力

強く展開 させていくためには、具 体 的 な 指 導 を う け 、 異 な る 地 区 で は 異 な る 方

式や方法を採用し、重点を押さえ 段 取 り を ふ ん で 実 施 す る 必 要 が あ り 、 同 時 に

一切の力 量を動員して行い、過去 の不整合牲つまりたとえばこの工作を軍の任

務である とか敵工宣伝部門の任務で あ る と す る に す ぎ な か っ た こ と を 正 さ ね ば

ならない。 党 ・ 政 ・ 軍 ・ 民 が 一 元 的な指導の下で共同してこの工作を展開する

ことを希望する。 J(17) 

つまりこの有利な情勢を踏まえて各 部門が一致協力して工作を強化すべきである

とされた。翌 44年 1月の『大衆日報』に掲載された記事よると、

「去年 (1943年)八月我が魯南の軍・民が反共軍の侵攻に反撃し勝利してから

現在にいたるまでのこの長い期間 に、我々は好機をつかんで軍事的勝利に歩調

をあわせ て 群 衆 が 生 活 を 改 善 す る という闘争を普遍的に発動せず、また群衆を

大量に組織 し て 抗 戦 と 生 産 の 工 作 に直接的に参加させるということをしなかっ

た。これは我々の工作に対してすでに少なからぬ損失を与えた。 J(18) 
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とあ る。ここでは勝利に歩調を合わせて政策を推進しなかった幹部への批判が述

べられて いる。かくして 1943年末から 44年初め に か け て 政 策 は 再 び 加 速 し た 。 い

わゆる「 査 減 運 動 J という減租減息運動の徹 底 化 で あ る 。 こ れ と あ わ せ て 実 施 さ

れた反「黒地 J (隠蔽耕地)、反「貧汚 J (汚職)、「旧債 J (過去の搾取)返済な

どに よって、減租減息運動では公然とは出来なかった地主層からの土地没収がな

された(19)。さらに「悪覇 J (ボス)、「漢好 J (裏切り者)の洗い出し・認定とそ

の打倒、 「 鋤 好 」 というスパイ摘発も同時に行われた。悪覇や漢好、鋤好は暖昧

な概念と定義であった為、実際には恋意的に認定され敵対者として打倒されるよ

うになる(20)。山東 省南部では 44年 12月以降には村落内部の権力構造の改造、封

建の打倒を目的とした民主運動も展開された。

以上のそれぞれの運動は個別に実施されたのではない。それぞれがこれまでの

地域社会のリーダーであった地主を経済的の み な ら ず 政 治 的 に 打 倒 し た と い う 側

面 を 有していた。従来 の村 落内 の「 地主 ー農民 J 関係が切断され、それに代わっ

て中共系の組織が拡大 し た 。 菖 南 県 大 庖 鎮 では査減運動の一つの到達点として、

44年 5月 19日 に大 底荘氏に対する闘争大会が聞 か れ た 。 大 庖 の 荘 氏 は 拙 稿 A 、 B

でも述べたように当地域の大地主の中でも最大かっ典型的なものとして位置づけ

られている。荘氏は悪覇をはじめとする様々な罪状を掲げられその力量を失った。

この闘争の総括報告には次のように述べられている。

「群衆側について。私たちはまず第一に大底鎮自体の群衆と各種組織が特に活

動的になっているのを目にする。農救会は数百人増加し、婦救会は三百余りか

ら七 百余りへと発展し 、 あ わ せ て 婦 女 自 衛団が成立し、積極的に通行人を取調

べ、その上二人のスパイを捉えた。その他各所の群衆も発動され、善後委員会

も人で溢れ、一部の積極的な分子も焦れったそうにさらなる闘争を行いたがっ

た。 J

「査減闘争の勝利後、支部の保証するとこ ろでは、群衆組織に大発展ともとも

との組織の整頓があ り、人口総数の 51%強を 占 め る に 至 り 、 そ れ ぞ れ の 組 織 は

どれも活発である。 J(21) 

闘争大会の後には中共系の各種組織は人口の 51%を越えるまでに増加した。これ

は群衆自 身 の 手 に よってリーダーである地主層を批判させたことによる。以下の

記述から闘争の高揚が 人 々 を 巻 き 込 み 中 共 側へと急速に傾斜していく様相を看取

できる。

f今回の 大会 の主要な任務を、政治的に大いに大底地主の威風を削減すること

で あると確定した。……。昔日の威風堂々 た る 七 老 爺 ( 荘 英 甫 ) は 、 今 回 数 千

の群衆の面前で頭をたれ、その上生まれてはじめて脆いたのだ。その他の地主

は群衆に追求され口を閉ざし無言であった。 J r大 会 の 収 穫 に つ い て 。 大 底 の

群衆は数百年来はじめて地主に面と向かつてその面白をひっぺ剥がす闘争を

し、群衆は自らの 組 織 の 力 量 に 依 拠 し 、 地主を闘争にかけて倒した。地主は群

衆に対して誤りを認め、群衆は自らの力量を見るにいたってさらに自らの組織

を 愛するようになった。群衆は f貧しい者だって翻身(生まれ変わることが)

でき るんだ!J と言った。 J(22) 

一連の闘争を経て 大庖鎮の大地主荘氏は地域に対して及ぼしていた影響力を失

い、群衆は中共側の組織へと組み込まれた。

かつては村落の中で会門という組織も村落内 の 人 々 を 結 集 さ せ る 上 で 重 要 な 役

割を担っ て い た 。 この会門のリーダーは拙稿 Bで論じたとおり地主層であり、中

共の資料によると宗教的な色彩によって大衆を欺いて階級意識をぼやかし支配下
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においたとされる。政治的には中立で、国民党、中共、日本軍に対して利益にな

る時は依附し 、反する時は抵抗した。故にこれらの勢力は会門対策に腐心してお

り、中共も当初は懐柔政策をとりその協力を求めた。しかし戦局の好転は、潜在

的に中共の統治にとって障碍となる 会門の取締を可能とした。山東分局は会門が

日本軍や国民党、健イ晶軍に利用されるおそれがあるとしてしばしばその取締を命

じた。一例を挙げれば、 44年 12月に山東分局と山東軍区政治部が共同して発した

指示には次のようにある。

「敵軍の特務や健備に組織された会門に対しては厳格な注意を払う必要がある。

敵は我々に対して不満を抱く封建 勢力を利用し、会門が山東の農民の中に浸透

させてい る影響と群衆の迷信とい う遅れた心理を利用し、我々の辺沿区(根拠

地の周縁区)政策上での厳しい傾向に乗じて、群衆と我々との対立を作り出し

ている。 この種の地主に掌握され操 縦 さ れ 、 敵 に 利 用 さ れ て い る 一 種 の 群 衆 的

性質を帯びている組織は単純に打ち倒すという方法で解決できるものではな

く、必ず 詳 細 な 調 査 と 研 究 を 経 て、様々な原因と対象に基づいて政策を提示し

なければならない。 J(制

大庖荘氏もまた例外ではなく安清道義会との関係を有していたとされる。闘争大

会ではこの点でも追求された。

「査減運動の後、群衆は反会門闘 争を展開した。大庖は地主が多く、大庖は会

門も多い。その上“念二輩"三番 子 の 頭 目 荘 英 甫 も こ こ に い た 。 こ の 封 建 組 織

は抗戦開始後には既に特務的性格 の 組 織 に な っ て い た 。 地 主 は こ れ を 用 い て 群

衆を麻庫 させ、搾取に便ならしめ た。敵や漢好はこれを用いて情報を探り、謡

言を散布 し、“掃蕩"時の内応と し た 。 国 民 党 の 特 務 は こ れ を 用 い て 地 主 を 績

絡し、敵や健{晶と結びつき、根拠地を破壊し、さらには将来の『失地回復』の

内応とした。総じてこれは抗戦に危害を加え、群衆に危害を加えるものだ。 J(制

このように山東省農村部に浸透して いた会門は非合法化され徹底した解体の対象

となり、 1950年代にはほぼその姿を消してしまうはヘ

以上の運動は大庖鎮に限られたも の で は な い 。 こ こ で 得 ら れ た 教 訓 と 方 法 論 は

この後周辺地域へ、さらに 1945年半ばには運動は山東省南部の根拠地全体へと拡

大された。 1945年 9月 に 山 東 分 局 主 任禦玉によって出された報告には次のように

ある。

「一年来群衆運動〔闘争〕の中から轟々たる盛り上がりがわき起こった。これ

は 大 変 貴重なものである。このようにして封建勢力の統治に打撃を与え、多く

の地主に 群衆の力の偉大さを認識さ せ 、 ( 地 主 は ) 群 衆 の 面 前 で 頭 を 下 げ 、 群

衆に闘争 にかけないでくれと頼み 、どうこうしなければならないのならそのよ

うにする と い う 。 社 会 の 世 論 で は搾取に反対し地主を憎み、中農貧農が翻身す

るのに賛助共鳴する雰囲気が醸成された。 J(制

こ こ に 山 東 省南部の村落において地主はその政治的な力量を失い、逆に中共は農

民を掌握し 村 落 の 隅 々 に ま で そ の 影 響力を及ぼすことが出来るようになったので

ある。

農民が中共側へと傾斜していく一連の流れは三品英憲氏が概述するように未だ

不 明な 点が 多く、今後解明すべき課題である問。ここで私見を簡単に述べると、

彼らの行動 は一面では『闘争の果実 j と呼ばれる分け前をもとめたものであった

が、一面では、中共側の資料には現れてこないが、 f自分が逆に闘争にかけられ

るかもしれない j という恐怖心でもあった(28)。人々の一部は中共の方法に恐怖

を感じていたが、それを公然と表明 す る こ と は 出 来 な か っ た の で あ る 。 人 々 は 常
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に熱狂的に闘争を行っていたわけではない。大府鎮においても闘争大会の後に「一

方では一部の群衆 は現状に満足して麻庫( 階級意識がぼやけて)してしまい、甚

だ し い場合には地主が闘争にかけられるのをみて“弱気"が生まれている。 J(29) 

というように、打 倒される地主に対して中途半端な妥協ですまそうという地域住

民の姿もまたあった。中共は人々のこのような心性を否定する為にも、さらに農

民 自 身の手で地主を攻撃させた。その目的 のもとでは次節で述べるように既に減

租 減 息が完了している村落においても「闘争 J を実施することが求められた。

そしてこの点をめぐって党及び政権の一 翼を担っていた基層幹部と山東分局の

間で亀裂 が 広 が っ ていく。基層幹部は繰り返し述べるように当地の農民と強い関

係を 持っており、彼らは時として上級の指 示に対立した。闘争の進展は党と政権

の 下 部に歪みをもたらした。この両者の衝 突は、山東分局による根拠地内の不純

分 子 の洗い出し、政権の純化という事態へと発展していった。

E 山東分局と基層幹部との亀裂

1944年春から夏にかけて演海区の中共党員と根拠地政権幹部の構成を見てみよ

う。まず中共の一 般党員の出身階級と人数は演海区では 17121人の内、貧農が 983

1人 (57.42%)、中農が 4462人 (26.06%)、富農が 436人 (2.55%)、地主が 114

人 (0.67%)、商人が 336人 (2.00%)、知識分子が 583人 (3.40%にその他が 13

59人 (7.94%) で あった{則。中共全体としては貧農・中農が七割以上という多

数を占 め て お り 、 富農・地主・知識分子の合計は全体の一割弱に過ぎない。

だが党幹部にはこれとは異なった傾向があらわれる。

「富 農 ・ 地 主 成分は政府幹部の中で相当の数を占めており〔地主 6.85%、富農

17.71%)、しかも上級になればその分だけその成分の比重が高くなる〔例え

ば行政会議、魯中区、演海区の諸統計〕、初級中学以上の学歴の者もまた上級

になればなるほと割合が高くなる。 J(31) 

上級では地主・知識分子出身幹部が多数を 占めていたが、その具体的数字は「県

科 長 J以上では、全省で、地主 21.6%、富農 21.6%、中農 43.18%、貧農 10.32%

であり 、 演 海 区 で は地主が 52.94%、富 農 が 25.88%、中農 14.12%、貧農 3.53%

であった。すなわち演海区について言えば、 地 主 出 身 の 党 員 は 中 共 全 体 と し て は

少数であったが、上 級 幹 部 で は 高 い 割 合 を 占めている。反対に県より下級の区級

・村級幹部では地 主以外の出身が多数であった。全省では、地主 22.4%、富農 27.

6%、中農 39.65%、貧農 7.76%であったが 、本稿の舞台である演海区では地主 6.

67%、 富農 19.05%、 中 農 44.49%、貧農 25.99%というように、この傾向が顕著

で あ る。なおこの区級とは演海区といった 分区とは異なる県より下級の単位であ

る。

しかし以上の数字 を 以 て 演 海 区 の 区 級 ・村級で地主出身幹部が活動せず、貧農

・中農出身の幹部 が主導権を握っていたとは一概には言えない。視点を党から根

拠地政権に向け、そ の 末 端 や 各 大 衆 組 織 に 注目すると、そこには正確な数字は不

明だが多数の地主 が混入していたことがわか る 。 中 共 が 地 主 に 対 し て 融 和 的 な 政

策を推進していた 1942年 6月の資料には、

「例えば (1942年)一月以来、地主側も また特に法令条令を強調しており、菖

県 の一部の地主 は甚だしいことに専門に 委 員 会 を 組 織 し 研 究 を す す め 、 臨 沫 県

の地主もまた法 令条令を集めて文章を作り、我々に対して反攻する根拠として

いる。 j
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「さらにあるところでは極端な場 合には雇主を選挙して小組長とし、地主を選

んで農救会委員とするというような現象が起こっている。 J(32) 

とある。この菖南県に近接する臨沫県の事例からは、実際に“反攻"を試みてい

たかは定かではないが、地主層が政権の末端に加わっている情況が見える。中共

はこれを苦々しく見ているが、連合抗日の時期、中共の単独優勢が確立されてい

ない状況下では、不快感を表明することは出来なかった。

1943年 8月、まだ査減運動が始まっていない時期に、山東分局はこの情況に関

して次のように述べている。

「政権幹部の成分改造の成績も小 さく、県級以上での知識分子と半知識分子出

身の幹部は 90%以上を占める。地方幹部の抜擢と養成はなお進んでおらず、演

海区と魯 南区がもっとも悪い。この両 地 区 で は 県 級 以 上 の 幹 部 は 圧 倒 的 多 数 が

外来のもので、いくらかましな分区の幹部もまた外来である。政権機構の中の

専従幹部の教育は今に至るまで無政府状態であり、幹部の政治的進歩は一般的

に均しくゆるやかであるという事態になった。一年来、政権の民主的改造は、

県 級 以 上 では鯵東区を除けば 90%以上が未改造である。区公所を“県政府代表

工作推進"機構として民主選挙を しないと決めたところ以外では、村級の改造

は、翼魯辺区と魯南区の情況が不明であるのを除き、魯中区、清河区、修東区、

演海区の四地区にて村落で改選を 実施したのは全体でただ 38%である。しかし

村級幹部の質はなお相当に弱い。一 部 の 地 区 を 除 け ば 村 級 政 権 は い ま だ 旧 勢 力

が優勢を占めている。たとえば清河 区の xx x箇村ではまことに基本群衆が掌

握しているのはただ xx箇村、 17%を占めているのみである。 J(川

前述のように党組織の上級幹部、根拠地政権の基層幹部の中で地主出身者が無視

できない勢力を築いていたが、この資料からその構成の詳細を知ることが出来る。

つまり上級においては他地域から当 地に赴任した“外来の"地主出身幹部が中心

であった。 一方で下級の村級では“ 当地出身の"旧勢力(つまり地主・富農層を

指す)出身の幹部が優勢であり、多くの村では中共側の基本群衆が村落を掌握し

ていなかっ たという。先にも述べた ように連合抗日の時期には中共は基盤を拡大

する中で地主 に 妥 協 的 立 場 を と っ て おり、彼らを基層幹部として政権に組み入れ

ざるを得な かったのである。あらためて強調しておくと党及び政権で活動する地

主出身幹部 の内、上級では外地出身 が、基層に下がれば当地の出身者が多数であ

った。

この後 1943年下半期以降査減運動の展開をめぐって、山東分局と当地の基層幹

部の間の亀 裂が拡がっていく。以下 そ の 過 程 を 詳 し く 検 討 し た い 。 山 東 省 南 部 の

ような大地主による土地所有が顕著とされる地域でも、中共自身が調査報告にお

いて認めているように、中農が絶対多数を占める村落もあった(34)。減租減息運

動や査減運動は原則としては地主ー農民間の租佃という経済関係の調整であると

されている(35)。 こ の よ う な 村 落 で は一度の減租で当初の目的が達成されてしま

い、基層幹部はこれ以上の運動を実施する必要を認めなかった。それにもかかわ

らず逆に分局は運動を加速するよう指示している。山東分局にとって運動とは地

域を掌握する上で不可欠のもの、具 体的には地主に打撃を加えそして農民をその

闘争を通じて中共側へと引き寄せる こ と で あ っ た 。 す な わ ち 闘 争 を す る こ と 自 体

が一つの目的となっていた。運動が 急進する 44年 1月に出された群衆運動と査減

運動を拡大することについての指示には次のようにある。

「我々は加えて指摘せねばならないが、幾つかの地区、例えば牒曙辺(膝県と

蝉県の境の根拠地)やその他の県の一部の区や村では、確かに租佃関係、が存在
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しない。これらの地区では群衆を発動していく方法がないのか。ちがう。租佃

関係はただ封建統 治 を 代 表 す る 一 種 の 形 式でその上主要で普遍的な形式ではあ

るが、唯一の形式ではない。故に租佃関係が存在しない一部の区や村は、けし

て封建的統治がない と い う こ と に は な ら ず、これらの区や村の封建的統治は別

の形式、高利貸し、 悪 覇 、 悪 者 、 集 行 ( ブローカー)等々で存在していると説

明 し ているだけだ。牒峰辺の郭荘は村内に一戸の地主や佃戸も存在しないが、

反『新兵連』闘争にて群衆を発動したのは最もよい説明である。これは我々に、

本当に租佃関係の存在しない地区でも同様に群衆を発動する工作を行わねばな

らないことを告げている。 J(制

地主の存在していないところでも地域社会に おいて「封建 J 的統治を行っている

ものを探し出して打倒せよという。つまり減租減息運動及び査減運動の原則上の

意味と は離れたところに中共の意図はあった。 1945年 9月山東分局主任の禦玉は

群衆工作に関する会議上にて次のような報告をしている。

「闘争対象はとても多くまた混乱している。 13374人の対象のうち、地主は 358

9人、富農は 5028人、中農は 3379人 、 貧 農は 859人、その他は 519人である。

宮南一県の統計をみれば地主は 418戸、富農は 595戸、中農は 534戸、貧農

が213戸である。一般的に言って地主と富農が大多数を占めているが、闘争の

対象はとても混乱している。 J(37) 

中 共は たびたび現れるこの現象を一部の幹部と群衆が暴走した為発生した「左傾

の誤り J として批判する。ただしその実際の目的は闘争の果実をもとめる群衆の

要求に応えるという側面も否定は出来ないが、 旧 来 の リ ー ダ ー の 打 倒 、 中 共 指 導

下での群衆の発動という点に注目すれば一貫している。もともと運動を行う必要

が 無か った 自作 農中心の村落では矛盾そのものが希薄であり、闘争の果実のうま

みを経 験する機会がなく、農民が自発的に運動をおこすとは考えにくい。そのよ

うな 村落では反悪覇、反漢好その他などの名目をたて、租佃関係以外の方式での

封建を発見し、中共が敵を探して闘争をもり立 て て い か ね ば な ら な か っ た 。 大 庖

鎮のよ うな大地主のいる所はもちろんのこと、地主がいない村落においては、富

農層に、それすらも存在しないところでは中農 ・ 貧 農 層 に ま で 闘 争 の 対 象 が 及 ん

だ のは 必然といえるだろう。幹部が暴走することは許されないが、群衆の左傾に

冷や水をかけてはならず、むしろ闘争とそれに続く暴走が意図的に引き起こされ、

ある程度の成果をあげるまで放任されたと考えられる(則。

さてこのような山東 分 局 の 見 解 、 方 法 論 に対して、党及び根拠地政権の基層幹

部は忠実であったわけではなく、闘争のあり方をめぐって両者の問の対立が深ま

っ ていっ た 。 査 減 運動の始まる 43年末にはそのような記述が資料中に現れ始める

が、運動が本格化していく 44年 5月から 7月にかけては頻出し論調も厳しいものと

なった 。この時期に出 された指示では、各地の党委員会の村級幹部が査減運動の

加速とそれによる地 主 へ の 攻 撃 に 鴎 時 し て いることを認めている。一例を挙げれ

ば、 1944年 5月に次のような批判が党の基層幹部に対して出されている。

fある同志は言う『我々は既に減租し終わった。再調査は不要だ』と。ある者

は言う『生産が中心だ。生産はまだうまくできていない』と。ある者は言う『我

々はい ま 他 に も やらねばならない沢山の工作があるのだ』と。 J r減租減息を

徹底的にし、農民が代 々 腹 一 杯 食 べ ら れ ない、借金を返しきれないということ

を解決し、まことに群衆を発動してこそはじめて一切の工作に基礎がうまれる。

宮県での経験は次 のことを証明している。減租を徹底していない村落では軍の

援護と維持が困難で生産が束縛されたものになること、同時に生産運動におい
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ても大雑把や形式主義的でないと し て も 、 減 租 を 実 行 し て い な い 村 落 で は 必 ず

やこのような樫橋に遭遇するだろうこと、である。 J(制

さらに党に対して出された 44年 7月から 10月にかけての群衆工作に関する補足指

示には次のようにある。

「ある党委員会はいまだ調査研究 をよりどころとせず主観的盲目的に『我々の

ところは租佃関係が少ない~ w 我々のところは土地が分散し中農が多い~ w我

々のところは商業経済だ~ w我 々のところは既に減租した』と言う。そこで中

央と山東分局のもとめる減租の徹底、減租の普遍化にあまり興味を示さず、責

任感も弱く、極端な場合には上級 の指示決定を放っておき、検討せず、伝達も

せず、重要なものでないと考える。これは重大な分散主義、独立主義の傾向で

あり、党性に違犯し、組織の紀律 に違反するという誤った行為である。 J(州

続いて 1944年 11月に出された査減運 動 の 総 括 報 告 に は 根 拠 地 村 落 の 未 改 造 と い う

問題に言及されている。

「最近の査滅工作の中で以下のことが明らかになった。以前に租佃関係、がない

或いは少なく注目に値しないと考えられてきた多くのところで実際には相当多

くの租佃関 係 が あ り 、 工 作 が 比 較的うまく行われた村落は以前には減租減息が

とっくに完成していたと考えられてきたが、調べたところ大部分が減租せず明

減暗不減(表で減租したが裏では減租していない)という現象が同様に極めて

重大であった。一年前皆が高利貸が す で に 完 全 に 消 滅 し た と 考 え て い た が 、 い

ま高利貸が い ま だ 相 当 に 普 遍 的 におり、その搾取もいまだ過去と同じく重いこ

とが分かった。多くの村落の村政ではとっくに“民主改造"を行っていたが実

際はなお封建勢力の掌握するところであった。このような重大な問題について

は、我々の多くの幹部は結局見てみないふりをし、自己満足し、全てがうまく

いっていると考えるのだった。これは大いに驚くべきことではないか。 J(刊

つまり明減暗不減という事態が到るところでみられ、旧い勢力がいまだに村落を

支配しており 、 政 権 ・ 党 の 基 層 幹 部が彼らと深い関係を有しているという状況認

識があった。

この点に ついて山東分局の各村落内部政治情勢に対する認識をより詳しく検討

する。 1944年 12月 f山東省第二次行 政 会 議 民 主 組 村 政 総 括 j では根拠地村落は以

下 の 三 つ のカテゴリーに分類されている。つまり村政民選が実施され群衆団体が

機能し基本 群 衆 が 優 勢 で あ る 「 民 主村 J、以前からの統治勢力が有形無形の影響

を及ぼす「形式中間村 J、彼らが直 接的に支配する「封建村 J の三つである。魯

南区の数字は不明であるが、それを除く謬東区、潮海区、魯中区、演海区の 1020

2箇 の 行 政 村の内、民主村は 2585箇村 (25.34%)、形式中間村は 4794箇村 (46.9 

9% )、封建村は 2823箇村 (27.67%) であった。演海区に限れば 3509箇村の内、

民主村は 1241簡村 (35.37%)、形式中間村は 1056箇村 (30.09%)、封建村は 121

2箇村 (34.54%) とされる川)。このように山東省南部では三分のー強がそれぞ

れ民主村と封建村とみなされていた。だが封建村では当然のことながら、たとえ

この民主村であっても封建勢力が政権を掌握している場合があった。

「民主改造をすでに行っている村について。その内さらに一部分は群衆が発動

しており 基 本 群 衆 が す で に 優 勢 となっているが、ただし歯切れが悪く精神も高

揚しておらず、民主村落が具えていなければならない活動的・積極的な雰囲気

がない。その原因はおおよそこつである。一つには村幹部が官僚的で、闘争の

果実を群衆の討論を経て処理するのではなく少数の人聞が掌握しているからで

ある。二つには村幹部が地主に買収 さ れ 公 務 を す る に 公 平 で な く 、 群 衆 へ の 服
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務がまずく、しか し群衆もまた新しい官僚的統治をおそれ、彼が上級に報告す

るのを お そ れ 、 上級の威光をかりで群衆を威嚇するのを恐れている。……。こ

の他の一部もまた民 主 改 造 を す で に 行 っ た村だが、村幹部が不健全で、群衆の

闘争の経験が足ら ず 、 警 戒 心 が 足 ら ず 、 また一部の封建勢力に混じり込ること

と な り〔主に文書 先 生 の 類 〕 、 あ る 時 は 小規模な挑発離間を行ったり幹部と群

衆の団結を壊したり、ある時は機に乗じて 汚 職 を 行 っ て い る 。 こ の 種 の 分 子 に

対しては公開闘争を行い、群衆によって彼らを処罰させるべきである。 J(州

ここでは陰で影響力を及ぼす旧来の勢力が党あるいは根拠地政権の基層幹部その

もので あるか、あるいはその基層幹部が彼らによって操縦されていると指摘され

てい る。山東分局はこのような幹部の不良化傾向の原因をその過去の経歴や出身

階級(成分)にもとめている。同じ資料には次のように述べられている。

「幹 部の特徴の中 に 明 ら か に 、 我 々 の 幹 部とリーダーの階級成分が絶対多数が

小資産階級と知識分子であることを見出すこ と が 出 来 る 。 小 資 産 階 級 の 階 級 的

本質は即ち革命の動揺性である。 J r説明しておかねばならない。政府の工作

幹部の内、相当多くの同志は比較的複雑な経 歴 を 有 し 、 彼 ら は 国 民 党 の 作 風 の

影響を受け、旧社会封建団体の影響を受け て い る 。 例 え ば 今 回 の 行 政 会 議 に 参

加し ている幹部の 22.73%は 国 民 党 及 び その小組織(合計七種)に参加したこ

とがあ る 。 ま た 38.64%は各種の封建会門 に 参 加 し た こ と が あ り 、 そ の 会 門 の

名称、は合計 16種 の多さである。山東建校第三期に国民党、三民主義青年団及び

会門に参加した者は 54.2%いる。演海区輪訓隊二期の統計では、国民党及び軍

隊に参加 し た 者 は 30%、会門に参加した者は 50.48%、反革命工作〔スパイ、

謡言、 情 報 を 敵 に漏らす〕を行ったことのある者は 37.06%である。 J(州

このように出身階級と経歴に言及して幹部を批判する記述は 43年末ころから文献

中にあらわれ、 44年 5月以降には基層幹部の動揺を伝える記述と同様に急増する。

そ こで は幹部の出身として地主、小資産階級 、知識人が批判の対象としてあげら

れ てい るはヘまた経歴についても、上の資料の内容と数字が事実であるかは定

かで はないが、この時期の中共の根拠地には 様 々 な 爽 雑 物 が 参 加 し て い た の に は

間 違いある ま い 。 先述の通り当地域の会門は地主が指導者となる場合が多い。そ

れ故、 その会門指導者がそのまま根拠地政権組織に入りこむことは十分に考えら

れる 。 また過去の国民党との関係構築につい ても言及されているが、これは共産

党が当 地に到来する前は勿論のこと、抗日戦争期間中の混乱する状況の中で外来

勢力と等距離であろうとする以上は、決して稀に見るものではなかったのである。

かくして山東の根拠地で党及び政権の各処に潜り込んだとされる不純分子の批

判 と 排 除、組織の純化と強化が始まった。彼らに対する攻撃や排除として整風運

動、 整党、鋤好(ス パ イ 摘 発 ) 運 動 が 展 開 された。これらはそれぞれが明確に区

別 でき るものではなく様々な群衆運動と海然 一体となって行われた。注意すべき

はこれが 42年初頭に始まる延安の整風が山東に波及してきたものではないという

ことである。 42年 5月に山東分局が根拠地での整風を指示するが{州、 42年を通し

て延安での整風ほど の盛り上がりはない。むしろ 1944年 5月以降の整風をはじめ

とした 一連の運動は、不安定要因である地主出身幹部の排除の必要性とそれを可

能とす る軍事的情勢の好転に基づくものだったと考えられる。またこの基層幹部

に対する運動は、党や政権の上級の幹部に対する整風と異なり、査減運動と連動

して行われることとなる。

論点を整理するならば査減運動は、いわば党と政権機構の外に位置する地主へ

の攻撃とその排除であったが、これと連動して行われた上述の運動は機構内部の

可
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下部組織の地主を対象としている。この二つの運動は本稿の文脈に即して述べる

ならば、拙稿 Bで論じた従来の地域社会のリーダーとの対決であり、中共が地域

社会を掌握する意味があった。以下その運動のその一例を挙げる。

「鋤好政策について。……。新地区の環境は敵や健イ晶、頑固派が長期にわたっ

て統治して き た 土 地 で あ り 、 一 定の反動的社会基礎があり、我が軍が進入した

後、彼らは秘密の形式へと転じ我 々 に 対 し て 隠 蔽 さ れ た 闘 争 を 行 う 可 能 性 が あ

り、 これは警戒すべきことである。これらの者は主にどのような成分の中に隠

れているのか。(A )ゴロツキ、 道会、保甲長など、これは彼らの主要な活動

陣地であ る 。 (B )一部の小学教 員と知識分子。(c )一部の悪覇上層。(D ) 

健 備 に 列なっていた者。一部の分子 は 極 端 な 場 合 は 我 々 の 初 期 の 各 種 工 作 の す

き間に乗じて、我が群衆団体、政府及び党の中に入りこんでいるかもしれない。

我 々 は 政治的警戒を高め、以上の 数 種 の 成 分 の 動 向 に 注 意 し 、 彼 ら の 往 来 関 係

と群衆発動 中 で の 各 種 活 動 等 を 審査せねばならない。彼らの全ての行動をはっ

き りさ せてはじめて我々の防好鋤好(漢好を防ぎスパイを摘発する)工作には

拠り所が生まれる。但し逆に主観主 義 的 な 根 拠 の な い 精 疑 を し て 、 好 細 ( ス パ

イ)活動を拡大化させてはならない。 J(47) 

この前段は鋤好運動の常套句であるが、後段で政権下部の群衆団体に入りこんだ

とされる敵に言及している点に注目したい。 42年の鋤好はその摘発を直接的に指

示 し て い るものが多かったが川)、 こ こ で は ス パ イ が 潜 り 込 ん だ と さ れ る 温 床 に

ついて述べられている。この鋤好はスパイ摘発に名を借りた特定の集団、地主・

小資産階級出身幹部に対する攻撃であったと考えられる。

以 上 の ように 1944年 5月 以 降 45年にかけて党内での整風、整党や根拠地全体で

の鋤好、民主運動といった名目で、不良分子と目される人々への攻撃が大規模に

展 開さ れた。その具体的な事例が当地の新聞『大衆日報』に散見される。いささ

か長くなるがその内の一つを引用する。これは大庖の荘氏に関係する者であり、

詳細にその来歴と活動が記されている。

「祉(紙)房村の荘吉甫父子は大底以東の馬磐山附近数十か村の一組の名高い

『土皇帝』である。抗日戦争開始前の旧政府の統治時代に、荘吉甫の父である

荘心言は社長、廟主、宮県城内の 参 事 員 に な っ た こ と が あ り 、 荘 吉 甫 は 過 口 陽

分会〔民団 的性格のもの〕の副会長、大庖区長、区団長となったことがあり、

彼の配下には百人余りの武装勢力を擁し、宮県の県官や大底の地主や当地の土

匪 悪 覇 と互いに結びついて権勢をか さ に 群 衆 を 欺 き 圧 迫 を 加 え 土 地 を 我 が も の

とした。抗戦が始まると、荘吉甫父子はまた許黒子と結びついて当時ようやく

芽生えた抗日遊撃隊に攻撃を仕掛け、抗日工作スタップを害した。許黒子が失

脚 す る と彼の父は部隊を率いて健 備 軍 第 二 師 の 張 歩 雲 及 び 反 共 軍 の 孫 燥 彩 の と

こ ろ に 身を投じて、彼らを頼りと し て 反 共 を 行 い 封 建 的 統 治 を 行 お う と 目 論 ん

だ。去年反共軍が続々と南下していくと、荘吉甫父子は頼みの綱がなくなった

のを見て、表面を改め進歩を偽装 し た 。 当 時 荘 心 言 は 民 主 政 府 に 参 議 員 の 名 義

で 潜 り 込んでおり、荘吉甫もまた某 友 軍 ( 国 民 党 ) の と こ ろ に 行 っ て 副 官 か 何

か に な っていた。……。去年政府が 減 租 の ス ロ ー ガ ン を 掲 げ た 時 、 荘 心 言 は 参

議 員 で ありながらも、自ら範を垂れ る こ と を し な い だ け で な く 、 社 房 村 の 地 主

荘支幹と佃戸が減租を行おうとしたのを見て、さらには彼を脅して『また減租

しようと し た ら 追 い 出 す ぞ 』 と 言った。故に数年来周囲の村落は既に減租して

いたのに、ただ祉房附近の六箇村のみが今に至るまで意気消沈として群衆は立

ち上 がら なかった。村内には規定通りひとそろいの工会、農会、青年会、婦人
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会、民兵などの組織の形はあったが、そのリーダーはおおむね荘吉甫に仕える

土匪、ゴロツキ、兵 隊 ヤ ク ザ の 手 の 者 だ ったので、それらは群衆の為に利益を

図ることが出来な い ば か り か 、 反 対 に 荘 吉甫父子の群衆統治の道具となってい

た。上級に対して は 面 従 腹 背 、 公 務 を あ しらっており、後荘村団長の荘予賓の

知きはかつて荘吉 甫 の 配 下 で 兵 に な っ て いた土匪であり、村団長になってから

は村中 で好き勝手に人を殴り罰し、また荘 吉 甫 の 指 示 を 受 け て 、 人 々 に 『 八 路

軍に接近するな』 と 言 っ た 。 農 救 会 会 長 荘予松も荘吉甫の配下で兵になったこ

とがあり、農救会 会 長 に 選 ば れ た 後 に は 、自らに上級に対応した経験がないの

で、そこで 50元をもって荘心言の下にはしって公務を執り行った。 J(州

この荘 吉甫は、この記事に先立つ約三ヶ月前 の 闘 争 大 会 で に 打 倒 さ れ た 大 庖 荘 氏

の分支の族人である。なお大府の闘争大会で封建地主の頭目と目された荘英甫と

輩行字を共通のものとしている。悪覇とは規定が暖昧であり、ここで列挙される

行 状 が事実かどうかは立証すべくもない。しかし以下の点は客観的な事実として

間 違いないだろう。第一に以前より彼らは地 域 の リ ー ダ ー と し て の 立 場 に あ り 人

々に強い影響力を及ぼしていた。第二に戦争の混乱の中では彼らは国民党、中共、

日 本軍と健備軍の聞でうまく立ち回っていた。これは拙稿 B でも論じたように誰

が 勝利するか分からない当時の情勢下では特 殊 な 行 動 で は な か っ た 。 第 三 に 荘 吉

甫や荘 氏 族 人 は 査 減運動に先立つ地主との「連 合 抗 日 J の時期に工会、農救会、

参 議会などの組織と深く関わっていた。本稿の論旨に則して述べれば荘吉甫のよ

うな存在は、本質的には中共統治の障碍であり排除せねばならなかったけれども、

当 初は連携の対象であり、様々な組織を作り 上げていく上では荘氏族人と彼らが

取 り持つ社会関係を 無 視 で き な か っ た 。 43年末以降の情勢の好転の結果、彼らへ

に対して攻 撃 が 加 えられることとなるが、以上のような彼らの悪行の事例は過度

に強調されたものである可能性は棄てきれない。

おわりに

最後に拙稿 A 、 B と本稿との関連を中心に筆者の考えるところを述べて結論と

したい。拙稿 Bで 論じたように 19世紀半ばの捻匪に代表される地域社会の混乱、

不安 定化は地主を軸とした農民の結集力を高めた。この関係は混乱が収束した後

には再び弛 緩 し た が、当地域においては土匪の狙獄、軍閥の駐留という事件が連

続し 、結果として抗日戦争まで維持された。彼らの外来勢力に対するスタンスは

懐疑的 であった。確かに日本軍の暴虐は人々を 抗 日 へ と 向 か わ せ る 要 因 で あ り 、

抵 抗がナショナリズムを農民に扶植していっ た と も 考 え ら れ る 。 し か し 誰 が 勝 利

するの か分からない 不安の下では、それがただ ち に 国 民 党 へ 、 あ る い は 中 共 へ と

傾斜 する動機付けとはならず、それ故に日和見的な立場をとった。筆者は中共や

国 民党による抗日という事業を軽視するもので は な い が 、 こ の よ う な 人 々 を い か

に自らの側へと引きつけるのかという困難があったことを看過してはならない。

興味深いことに、この時期村落内での中共派、或いは国民党派、日本軍派という

ような派閥の深刻 な対立を資料上からは窺い知ることができない。むろん、潜在

的な対立や面従腹背 は あ っ た だ ろ う 。 だ が 村落としてのまとまりを維持しつつ、

日本軍、国民党軍 、中共軍の複数の支配を受ける“両面政権"という形態が見ら

れ る。このようなあり 方 は 、 村 落 と し て の 結集力、地主を軸とした関係のもとで

の集団の存 在 を 推 測させる。だからこそ村落を基盤に自らの勢力を拡大せねばな

らない中共は地主層 と 共 存 で き な か っ た 。 彼らの土地を没収して農民に分配し、
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その支持を獲得するという方法論での要因もむろん重要ではある。しかしながら

同 党 が 地 域 社会を掌握して住民を動員して抗日などの事業に取り組むには、地主

ー 農 民 間 の 関係の強さは障碍であった。ここに山東省南部では 1943年末から 45年

にか けて の査減運動、そして整風・整党・民主運動の名を借りた運動の必然性が

ある。これらの運動を通して中共の支配はほぼ完成した。

山東 省南 部の村落における地主は経済的・政治的基盤を破壊されたが、同時に

根拠地政権 の 下 層 に 浸 透 し て い た 地 主など旧勢力も、同党に対して理解を示し協

力的であっ たとしても、これを機に攻 撃 さ れ た 。 い わ ば 中 共 に 対 し 完 全 に 服 従 す

る という真の「開明 J を 迫 ら れ た の である。この二つの運動によって地主など旧

来のリーダ一層は力量を失い、中共が地域社会の掌握、末端までの浸透と組織化

に成功し、従来の地主を軸とした秩 序は顛倒し中共を軸とするそれへと再編され

た と 言 え る だろう。この後 1947年 初 頭の国民党軍に対する魯南戦役の勝利後に、

土地改革及び復査の名目で再度地主層への攻撃がなされるが、その時には彼らの

地域社会での力量はすでに失われていた。

( 1) 田中恭子『土地と権力:中国の農村革命』名古屋大学出版会、 1996年。

( 2) 何高潮『地主・農民・共産構:社会博実輸分析』牛樟大学出版社、 1997年。

( 3) 高橋伸夫「根拠地における党と農民:嚇珠幌根拠地、 1931年-1935年 J (ー) (二)、慶応大学『法

学研究』、 73-3・4、2000年。
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2002年。
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年、第三愈。
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の運動は原則としては別個のものであるが、実際の運用では密接不可分であった。

( 10) r共匪的控制、不是一次完成的、只可脱是歩歩加緊、他毎到一村都是先利用不識字和宋成年十六七

歳的女誠子、成 立織字班、臓字総是好事、免遭別人的強烈反対、事実融字是幌子、他自11練遣些頭脳簡単
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那些正人君子的反抗心理、遭就開始組織了。 J張問欽「匪区四年与逃亡経過 J (上) r山東文献J4 -3、1

978年、 57頁。

( 11 )閉じく回顧録の類である願黄健華『逃亡国情.JIr山東文献J1-4-5-2、 1975-1979年もまたこれ

と 類 似 し た 組 織拡大の過程を伝える。共産党側の資料では、彼らの勢力の脆弱な地域、例えば新たに根

拠地に組み入れ ら れ た 地 域 に 組 織 を 拡 大 し て いくに際しては「不知減租減息工作必須在地方治安相対稽

定〔無大掃蕩大摩擦及土匪擾乱〕、人民負担不太重的情況下才易進行。対遭些急迫的問題如不首先解決、

M
 



機 械 的 執 行減租減息決定、 不 会 有 成 績 。 必 須 適 応 当 地 具 体環境条件、霊活制定具体方案、才能行之有数。

対瀞掌区、敵占区附近、 更不能機械的執行減程減息的規定 。 J r中共山東分周関子実行減租減息改善雇工
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地でのやり方を機械的に適用することを禁止している。なお『週編』は山東省楢案館・山東社会科学院

歴 史研究所編『山東革命歴 史 桔 案 資 料 遺 編 』 全 23巻索引 1巻、山東人民出版社、 1980-86年の略である。

(12) r対各友軍、各抗日 的 政 治 派 別 活 動 、 対 各 種 地 方 性或群衆性的政治文化或職業的団社、只要是賛成

抗 戦民 主団結、並不反共 反八路者、我何均応本合作精神与之合作、並予以必要的協助。……。 J r対地主

士紳、応本中央土地政策 的決定、正確処理有関主佃及主贋的関係和土地的争犠、即一方面要減租減息、増

資、男方面文要交租交息 増加生慮。 J r中共山東分局関於“抗戦四年山東我党工作総結与今後任務"的決

構 J 1942年 10月 1日『遺編 J9巻。

( 13) 丁九「記大唐土紳名流座膜会 JW大衆日報 J1942年 6月 16目。「開展減租減息工作前、必要首先由
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作詳 細 説明、並事先布置進歩士紳首先響応。 J r中共山東 分 局 関 子 減 租 減 息 改 善 雇 工 待 遇 工 作 的 補 充 指 示

(ー)J 1942年 5月4日『遺編J8巻、 279貰。

( 14) r六年来群衆工作概括総結:禦玉同志一九四三年十月在分局群工会融上的総結報告 J 1943年 10月

『遺編J11巻、 157ー 158頁、「山東省戦時行政委員会開於査滅工作的酬令 J 1944年 8月 10日『遺編J12巻、

327頁は、封建勢力の力量が強大なところでは三三制実施にこだわらなくてもよいとしている。三三制は

共産 党 の支配の障碍とならない地域にて実施された。
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的 菟家対頭:男一派或与一姓 的地 主〕 九。 但不 管忽 様、 遭些同情与賛助是有用的、対当時当地的群衆闘争与

勝利都給於重大的影響、 尤其在孤立与闘争最織地主、中立一般地主、更有決定的作用。 J r潰海区農民一

箇月滅程 減息増資運動的 検酎 J1942年6月『遺編 J8巻(以下「積海区農民 J と省略)、 398-9貰。

( 16) r如過分信任地主 与雇主的開明、忽視群衆的闘争。 J r更有個別単位勉乎是採取地主節目練班的方式

争取与団 結他例、使之“ 自 動 " 減 租 減 息 増 資 、 而 放 棄 発動群衆的期苦的然而是真実与必要的工作、遭更

是極大錯眼。 J前掲「潰海区農民 J1942年 6月、 401頁。

( 17) r由於魯南潰海等地的大捷、震恐了敵偽、興奮了敵占区的人民、遺更給我例開展政治攻勢造成了有

利 条 件 。希望党政軍民狐 緊 遺 一 時 機 切 実 布 置 進 行 。 但 為了使遭一政治攻勢開展得広提有力、就必須有具

体的領導、根拠不同的地区採用不同的方式方法、有重心有歩 廊的来進行、同時必須動員一切力量来進行、

糾正過去互不配合、車生把遭ー工作只是当成部隊的事情、或敵工宣伝部門的事情。希望党政軍民在一元化

的 領 導 下、共同開展遭ー工作。 J r開展対敵政治攻勢 J 1943年 12月 7日 ( 朱 民 『 一 切 為 了 戦 勝 敵 人 : 陳 折

評 輪 集 (1942年 5月 至 1945年 12月)J山東人民出版社、 1996年所収)、 390-391頁。

( 18) r去 年 八 月 我 魯 南 軍民反軍反共軍的進攻勝利後、一直到目前遭様ー箇畏的時間、我例没有狐緊良機、

配合軍事 勝利、普通発動 群 衆 改 善 生 活 的 闘 争 、 並 大 量 組織群衆直接参加抗戦与生産工作、遺給我例的工

作巴経是不小的損失。 J r拡大群衆闘争的初歩勝利 推動全面的査減運動 Jr大衆日報 J1944年 1月 19日

(以下「拡大群衆闘争」と省略)。

( 19) 拙稿 A。また荒武 遣朗 r1940年代山東省南部抗日根拠地の土地改革と農村経済 Jrアジア経済 J39 

-11、 1998年はこの運動 の下での階層間土地移動と農民の 生 併 に つ い て 述 べ た 。

( 20) 前掲問中恭子、 1996年。鋤好については丸田孝志「抗日戦争期における中国共産党の鋤好政策 J

『史学研究J199、 1993年。
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普後委員会摘満了人、部 分積極分子急想再闘。 J
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「査減闘争勝利後、通過支部保証、群衆組織有了大量的発展与原有組織的整理、逮到占人口総数百分之

五十一強、各組 織 普 通 的 復 活 躍 。 J r中共山東分局宣伝部関於転発菖南県委《大庖査減闘争総結》的通

知 J 1944年 11月5日 附:r大庖査減闘争総結 J (原載『闘争生活』滑刊、 1944年 10月)J r 遇編~ 13巻

(以下『闘争総結 J と省略)、 125頁・ 148頁。 141頁には各種組織の参加者数の増減が記されている。
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天在 数 千 群 衆 面前低頭了、而且生平第一次的障在地下了。其余地主、被群衆追問的閉口無言。 Jr大会収

穫。大庖群衆幾 百 年 来 第 一 次 面 対 面 与 地 主 祉 破験闘争、群衆依集自己組織力量、間倒了地主、地主向群

衆承駆錯誤、 群衆看到自己力量、更愛自己的組織。群衆税“鏑人可翻過来了! "0 J前掲「闘争総結 J 19 

44年 10月、 123-124頁。
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東農民中浸透的影響与群衆的迷信落後心理、事R住我在辺沿政策上的厳重傾向、造成群衆与我対立。対於

遭種為地主所隼 握 、 所 操 縦 、 為 敵 人 所 利 用 的 一種帯群衆性的組織是不能簡単用打的僻法解決問題、而必

須経過詳細的調査研究、根拠不同的原因、対象、提出政策。 Jr中共山東分局、山東軍区政治部関於堅持

辺沿対敵闘争対策的指示 J 1944年 2 月 20 日『遺踊~ 11巻、 268-269頁。

( 24) r査減闘争後、群衆開展了反会門闘争。大居地主多、大庖会門也多、而且“念二輩"三番子頭子荘

英甫等也在遭里 。 遭 箇 封 建 組 織 、 抗 戦 後 巳 成 為特務性的組織了。地主用官来麻痕群衆、便於剰削。敵人

漢好用官刺探消 息 、 散 布 幡 宮 、 為 “ 掃 蕩 " 時 的内応。国特用官技揃地主、勾結敵偽、破機根拠地、進而

倣為将来“収復失地"的内応。総之、官是危害抗戦、危害群衆的。 j 前掲「闘争総結 J1944年 10月、 163

頁。当地域の安清道義会に対する対策は f中共山東分局、山東軍区政治部関於運用布会開展対敵区及偽

軍偽組織工作的初歩指示 J 1944年 7 月 3 日『遭編~ 12巻、 246-247頁。

( 25) 山東省首爾県地方史志編纂委員会『首南県志』斉魯書社、 1998年、 764ー 765頁によると、当地域

には安漕布(安消道義会)、大万会、聖賢道、九官道という会門(暫会)があった。会問に対する取締・

鎮圧については三谷孝「反革命鎮圧運動と一貫道:山西省畏治市の事例 J r 近代中国研究業報~ 26、2004

年が中輩人民共和国建国直前山西省での共産党と会門との衝突を紹介している。

(26) r一年来在群衆行動〔闘争〕中撤起了直轟烈烈的熱潮、遭是恨宝貴的。遣様是打費量封建勢力的統治、

使許多地主陣織 了 群 衆 力 量 的 偉 大 、 在 群 衆 面 前低頭、精求群衆不要闘争他柄、要忠慶掛就忽慶耕、社会

輿論上造成反対剰削、憎恨地主、賛助同情中、貧農翻身的空気。 j 繋玉「輪群衆路線与山東群衆運動:禦

玉 在 一 九 四 五 年九月分局群衆工作第二次代表会識上的報告 J 1945年 9月『遺編~ 15巻(以下「輪群衆運

動 J と省略)、 387頁。

( 27) 三品英憲 rr社会主義中国』研究と現代中国 J W 歴史評論~ 667、 2005年。

(28) 1946年に闘争が始まった新解放区に位置する日照県城西の事例では、地方の士紳がりンチされる

際に人々は恐怖の為仕方なく中共に従った。「知道的有美庄五六位受人尊敬的老人、闘争以後、捲在高梁

箔中、 fjJ!If在艦上、活活空死。黄家宅庄子家、子献老先生被活埋時、三箇児都分別要求替他父親死、結

果四箇人通同都活埋了。子経五是地方士紳被牽着到城裏開闘争会、脆在闘争台前、他那文白又酔的後背、

被打的皮破血流、無人不可憐他、但参加的人選得硬着心替共匪揺旗哨鴫。 J前掲張同欽、 1978年、 58頁。

(29) r男 方 面、個別群衆満足現状麻痕下去、甚至看見地主被闘産生了“蜘初心"0 J前掲「闘争総結 J 1 

944年 10月、 125頁。

( 30) ほかに魯南区、魯中区、清河区の資料があるが、積海区の数字と大差はない f漬海区党員統計報

告 J 1944年3月4目、『遇編 J11巻、 279頁、「魯南区党員統軒報告」同年 4月21日、『遺編 J11巻、 383-38 

4 頁、 f 魯中区委党員統計報告 J 同年 4月、『遺編~ 11巻、 398-399頁。「清河区地方党員統計報告 j 同年 5

月 25 日『遺編~ 12巻、 171-172頁。

( 31) r富農、地主成分在政府幹部中占有相当数量[:地主百分之六・八玉、富農百分之一七・七一〕、而

且越向上成分比重越多〔如行政会様、魯中、演海時統計〕、初中以上程度的亦越向上越高。 Jr幹部政策

和幹部工作:山東省第二次行政会構総結的幹部 部分 J 1944年 12月『遇編J13巻(以下「幹部政策 J と省
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略)、 416-421頁。

(32) r如一月来地主方 面 也 特 別 強 調 法 令 条 令 、 首 県 部分地主甚至専門組織委員会進行研究、臨 t本県地主

也将法令条令睡集成篇、以作向我反攻之根拠。 J r還有個別地点甚至選挙雇主為工会小組長、適地主為農

救会委員的現象。」前掲「慣海区農民 J 1942年6月、 397・398買。

( 33) r政権幹部成分改造成績不大、県以上知識分子和半知識分子的幹部伺占百分之九十以上。地方幹部

提按与培養伺差、演海、魯南倣得最不好。遺両箇地区県以上幹部絶大多数是外来的、有好些分区幹部也

是外来 的。政権系統内的 在 職 幹 部 教 育 、 直 到 現 在 伺 是 無政府状態、以致幹部的政治進歩一般均慢。一年

来政権的民主改造、県以上除腰東地区外、百分之九十以上宋改造。除区公所改為“代表県政府督促推動

工作"機構決定不民遭以外、村級的改造、除翼魯辺、魯南情況不明外、魯中、清河、腰東、演海四地区

共有村荘改還者、只占百分之三十八。但村級幹部的質量何是相当弱的。除個別地区外、村級政権伺是旧

勢力占優勢、如清河区 xx x村、真正為基本群衆掌握者只 xx村、約占百分之十七。 J r中共山東分局関

於執行《五年工作総結及今後任務》指示之決定 J 1943年 8月 19日 附:r五年工作総結及今後任務 JW漕

編~ 10巻、 41頁。

( 34) 中共魯中区党委関査研究室「折南県支山郷土地調査 J 1949年 ( 華 東 軍 政 委 員 会 土 地 改 革 委 員 会

『華東農村経済資料第五分冊 山東省農村調査』出版地不明、 1952年所収入当地は 1938年に根拠地とな

った。 土地集中、一般的 、 土 地 分 散 の 三 種 の 典 型 例 に 分けて調査を行っている。土地分散の村落では減

租減息前でも地主がいなかった。

(35) r向 地 主 士 紳 伺 進一言 J r再向地主土紳進一雷 J r三向地主士紳進一言 J r 大衆日報~ 1942年 6月22

日、 10月 11日、 10月 23日。

( 36) r我例還須描出、有袋地区、知膿蝉辺或其他県的部分区村、確実没有租佃関係的。在遭些地区、是

不是就没有緋法去発動群来了蝿? 不是的。因為租佃関係祇是代表封建統治的一種形式、市且是主要的、

普遍的形式、但不是唯一的形式。因此在部分没有租佃関係的区村、並非就等於没有了封建統治、而祇是

脱明遺些区 村 的 封 建 統 治、是以男外的形式存在的、如高利貸、悪覇、壊人、集行等等。膿蝿辺郭荘全村

没有一戸地 主 与 佃 戸 、 而以反『新兵連』的闘争発動了群衆、就是ー箇最好的説明。遣就告訴我門、在真

正没有租佃関係的地区、也同様必須推進発動群衆工作。」前掲「拡大群衆闘争 J 1944年 1月 19目。

( 37) r闘争対象是恨多也是恨乱的。在一三三七四箇対 象中、有地主三五八九人、富島五 O二八人、中農

三三七九人、貧農八五九人、其他五一九人。……。首南ー箇県的統肝則為地主四一八戸、富農五九五戸、

中農五三四戸、貧農二一三戸。一般説来地主富農占大多数、闘争対象是恨乱。 J前掲「輪群衆路線 J 1945 

年 9月、 360頁。

(38) r幹部的“左"与群衆的“左"。対於以上所挙的“左"的現象、還必須区別幹部的“左"和群衆的

“左"。一年来群衆運動中的“左..有些是属於幹部的“左"、有些是幹部掌握不住、群衆自発的“左"。

対於群衆的過左的行動、知果是出於群衆自覚自願的行動、而不是少数人所包緋命令的 “遺種群衆的‘左

不但無書、而且有益、国為遭様可以遺到削弱封建勢力之目的.. (中央〕。……。但幹部的“左"却完全

不能許可、遺是原則問題。国為幹部是無産階級先鎌隊、一挙一動是代表着党的路線与政策的、応骸根拠

覚的主張組織群衆脱服群衆、才能使群衆相僧覚的政策的正確。知果不根拠覚的主張而是従自己感情出発、

成反映少数群衆“左"的主張、那一定脱離大多数群衆。 J前掲「輸群衆路糠 J 1945年 9月、 374-375頁。

( 39) r有的同志税、『我何巴経減完了、不用再査了 !J有的税『生産是中心暁! 生産運没有摘完

町!J有的脱『我何今天遺有許多別的工作要倣町! ~ J r只有徹底減租減息、解決農民祖祖輩輩吃不飽的

批皮遺不清 的 債 、 真 正 発動群衆、一切工作才有基礎。首県的経験柾明、投有澱底減租的村荘、擁軍是困

難的、生産是束縛的、同時在生産運動中、只要不是粗枝大業和形式主義的話、在没有実行減租的村荘、

就必然要遇到遭些極構。 J r再愉貫撤査誠:只有貫徹査減才能組織群衆的大多数 Jr大衆日報 J1944年5月

19目。

(40) r有的党委仰然不従調査研究出発、主観盲目的脱、“我例遣里租佃関係少"、“我何遣里土地分散、

中農多"、“我例遭皇是商業経済"、以及“我例遭里巳経滅了¥於是対中央及分局所要求的徹底減租、普
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遍減租、表示興趣不自旬、責任不強、甚至将上級的指示決定、掴置不問、不研究、也不伝達、部為無関重

要 。 遭 都 是 厳 重 的分散主義、独立主義的傾向、是違犯党性、違反組織紀律的錯誤行為。 J r中共山東分局

関於七、八、九、十月群衆工作補充指示 J 1944年 7月『遺編~ 12巻、 273-274頁。

( 41) r在 最 近 的 査 滅 工 作 中 、 発 現 了 許 多 過 去 認為没有租佃関係或租佃関係少到不値得注意的地方、実際

上有相当多的租佃関係、許多工作比較好的村荘過去認為減租減息早巳全部完成、検査結果大多没有減租、

明滅暗不滅的現象同様遺恨厳重。一年以前大家臨為高利貸巳完全消滅、現在発現高利貸伺相当普遍、且

其剰削伺与過去同様管重。許多村荘村政早経“民主改造"、実際伺在封建勢力拡握之中。象遭様厳重的問

題、我伺許多幹 部寛会熟視無暗、自満自足、隠為百事大吉、遭量不是件大可驚異的事情曙?J r山東省第

二次行政会離土地組総結報告(:草案)J 1944年 11月『遺編J13巻、 203-204頁。

( 42) r山東省第二次行政会構民主組村政総結 J 1944年 12月『遇編~ 13巻、 337-338頁。

(43) r民主改造過的村。其中還有一部分群衆是発動過了、基本群衆巴経占了優勢、但皮条、情緒不高、

没有民主村応有的活躍積極気象。其原因大概有二:ー是村幹部官僚、闘争果実未経過群衆民主肘輪処理、

為少数人所把持。二是村幹部為地主所利用収買、僻事不公、不好好的為群衆服務、{旦群衆文書伯新官僚

統治、伯他向上 級 反 映 、 伯 他 挟 上 級 以 威 嚇 群 衆。……。男一部分也是民主改造過了的村、因為村幹部不

健全、群衆闘争経験差、警覚性不修、而文為部分的封建勢力所混入〔主要是文書先生之類〕、或進行小的

挑 発離問、造成幹部群衆不団結、或乗機食汚。 対遭類分子応進行公開闘争、通過群衆処罰他柄。 J r山東

省第二次行政会 議民主組村政総結 J1944年 12月『遺編 JJ 13巻、 347-348頁。この他「民主思想 民主政

策 民 主作 風: 繋玉主任委員在山東省第二次行政会離上的総結報告 J 1945年 1 月 7 目、 8 日『遭編~ 14巻、

105-107頁も参照。 44年半ばから 45年にかけてはこのような記述が多い。「山東省戦時行政委員会開於査

械工作的簡11令 J 1944年 8 月 10 日『遺編~ 12巻、 327頁、「山東省第二次行政会離土地組総結報告(:草案)J 

1944年 11月『遺 編 J13巻、 203-204頁、「中共山東分局関於展開民主運動的決定 J 1945年 4月23日『遺

編 J14巻、 305頁。

(44) r従幹部 特 点 中 恨 明 顕 的 看 出 、 我 例 的 幹 部和領導成分絶大多数是小資産階級和知職分子。小資産階

級的階級本質就是革命的動揺性。 J r必須説明的、在政府工作幹部当中、還有相当数量的同志有着較複雑

的経歴、他例受到国民党作風的影響、受到旧社会封建団体影響。知以此次行政会自民到会幹部就有百分之

ニニ・七三参加過国民党及其小組織的〔共七種〕、就有百分之三八・六回参加過各種封建会門的、会門名

称共十六種之多。山東建枝第三期参加国民党、三膏団及会門的就有百分之五四・二。潰海輸副11隊両期統

計 、 参 加 国 民 党及軍隊百分之三十、参加会門百分之五0 ・四八、作過反革命工作的〔当偵探、造個、送

真情与敵〕百分之三七・ O六。 J前掲「幹部政策 J1944年 12月、 427-428買。

(45) r六年来群衆工作概括総結:繋玉同志一 九四三年十月在分局群工会融上的総結報告 J1943年 10月

『遺編J11巻、 106頁、 f中共山東分局関於七、八、九、十月群衆工作補充指示 J 1944年 7月『遇編~ 12巻

275頁、「山東省第二次行政会離開幕典礼上繋玉主任委員的致桐 J 1944年8月『遺編 J12巻、 307-308賀、

「山東省第二次行政会識民主組村政総結 J1944年 12月『遺編 J13巻、 346頁、「中共山東分局関於三箇月

民 主 検 査 運 動 的 総 結 J 1945年3月『遭編 J14巻、 246ー 247頁、前掲「輪群衆路線 J1945年9月、 350-352 

頁。

(46) r中共山東分周関於執行中央整頓“三風"指示的決定 J1942年 5月8日『遇編 J8巻、 281-284頁。

(47) r鋤好政策。……。新地区的環境、是敵偽 頑畏期統治的地区、有其一定的反動的社会基礎。在我軍

進 入 以 後 、 他 例是会転入秘密的形式下、来与我作陣蔽的闘争、遭是応当警傷的。遭些人柄主要是隠蔵在

一些甚麿様的成分中嶋? [A) 流壊、道会、保甲畏等、是他例主要的活動陣地。[B )個別小学教員知

職分子。[c )個別悪覇上層。 [D) 偽属。個別分子甚至可能乗我初期各種工作的松幌、打入我群衆団体、

政府及党内来。我 例 必 須 提 高 政 治 嘗 覚 、 注 意 以上那幾種成分的動向、審査他伺往来関係和在群衆発動中

的各種活動簿。 要 清 輝 他 例 全 部 的 来 腺 去 脈 、 我例的防好働好工作才有根拠。但却不可主観主義的漕空精

疑、把好細活動拡大化。 J r加速建設新地区為掌 固 的 抗 日 根 拠 地 : 繋 玉 在 新 地 区 会 磁 的 総 結 J1944年9月

『遇編J13巻、 16-17頁。
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(48) r中 共 山 東 分 局 関於総結全山東鋤好工作的決定 J 1942年 5 月 20 日『遺編~ 8巻、 302-306頁。「加強

反敵特 務 闘 争 : 一 九 四 三年八月二十四日肖華在山東鋤好 工 作 会 議 上 的 報 告 J 1943年 8 月 24 日『遺編~ 10巻、

104-139貰。

( 49) r社房的荘吉甫父子是大庖以東馬場山附近数十箇村荘一対鼎鼎大名的『土皇帝』。抗戦前旧政府統

治時代 、荘 吉甫 之父 荘心言曾当過社長、廟主和首県域裏 的 参 事 員 、 荘 吉 甫 則 作 過 口 陽 分 会 〔 民 団 性 質 〕

的副会長、大庖区長和区団長、他手下握有百余人的武装、和宮県的県官、大底的地主及当地的土匪悪覇

相勾結、依仕権勢、欺庄 群 衆 、 覇 佑 土 地 。 抗 戦 開 始 、 荘吉甫父子復勾結許黒子進攻当時剛岡IJ萌芽的抗日

瀞軍隊、陥害抗日工作 人員。許黒子埠台後、他父率部投奔偽二師張歩雲及反共軍孫換彩、企図以他伺為

銀山、進行反共和維持 其封建統治。去年反共軍紛紛南下、荘吉甫父子見自己失去舞山、於是改頭換薗偽

装進歩、当時荘心言在民主政府中混上箇参職員的名義、荘吉甫他到某友軍当了什~ IIJ官。……。当去年

政 府号召減租時、荘心雷 身 為 参 融 員 、 不 独 不 以 身 作 則 、並且看見骸村地主荘支幹和佃戸減租時、遺威脅

他道、『保 再減 就杷 体趨出 去 !~故幾年来周囲村荘都巳減了租、惟狙祉房附近六箇村子至今何死気況抗、

群衆拾 不起頭来。雌然 村 裡 照 例 有 一 套 工 、 農 、 育 、 婦 、武装等組織形式、但其償導大都準握於為荘吉甫

服務的土 匪 、 流 境 、 兵 混子之手、他何不但不能替群衆謀利益、反成為荘吉甫父子統治群衆的工具、対上

級腸奉 陰遣、応付公事、 如 後 荘 村 団 長 荘 予 賓 、 是 過 去 在荘吉甫手下当過兵的土匪、自従当了村団長、便

在 村 中 随便打人罰人、並接受荘吉甫指示、対大家脱『不要接近八路軍』。農救会長荘予松他在荘吉甫手下

当過兵、被選為農救会畏後、因自己無応付上級的経験、便傘五十塊銭胞到荘心言那裏去挙公事。 J r和荘

吉甫父子講了理 二十六村勝利減租 J W 大衆日報~ 1944年 8月9目。

本稿は二 00三年明清史夏合宿(高知)での口頭発表の一部である。席上で、谷口規矩雄先生と吉

海蹴一郎先生をはじ め と す る 方 々 か ら 貴 重 な コ メ ントを頂織しました。この場をかりでお礼申し上

げます。

本 稿は平成 14-16年度科学研究費 若手研究 (B) 課題番号 14710253 r抗日根拠地における“階

級 対立"と共産党支配確立の再検討:山東省首南県大庖鎮 J による研究成果の一部である。
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